
○戸田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱 

平成２９年３月３０日 

市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育士のための宿舎の借上げを支援することにより、保

育士の確保、定着及び離職防止を図るため、予算の範囲内において、保育士

宿舎借上げ支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付手続等に関しては、社会福祉法人に対する助成の手続を定め

る条例（昭和５２年条例第４０号）、社会福祉法人に対する助成の手続を定

める条例施行規則（昭和５２年規則第３１号）及び戸田市補助金等交付規則

（平成２１年規則第６号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

よる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法第３５条第４項の規定に

より認可を受けた施設に限る。）、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項

に規定する認定こども園並びに児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小

規模保育事業及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で

あって、市内に所在する施設をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次条に

規定する補助対象者が運営している保育所等に勤務させるために雇用してい

る保育士（当該保育所等に採用された日が属する会計年度から起算して、５

年目の会計年度末までの者に限る（本事業を利用し退職した場合は、その後、

対象とすることはできない。ただし、やむを得ない事情による退職と認めら

れる場合に限り、再度対象者とすることができることとし、この場合の対象

期間は、５年から、退職した保育所で採用された日から本事業を利用し退職

するまでの期間を除く期間とする。）。以下「補助対象保育士」という。）

を居住させるための宿舎（補助対象保育士を雇用する者又はその者と利害関

係を有する者が所有するものを除く。以下「補助対象施設」という。）を借



り上げる事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象保育士が次に掲げる事項に該当する場

合には、補助対象保育士としないものとする。 

(1) 次条に規定する補助対象者から住居手当等を支給されている場合 

(2) 第７条の規定により補助金の交付決定の対象となった補助対象保育士

が、補助対象施設を正当な理由なく転居した場合 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、補助対象事業を行う者であって、市内において保育所等を経営する者と

する。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金

の算定基準は、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象保育士から賃借料等を徴

収しているときは、補助対象経費から当該補助対象保育士から徴収している

賃借料等を控除するものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、戸田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業の事業計画書 

(2) 補助対象事業の収支予算書 

(3) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書の写し 

(4) 本人負担額確認書 

(5) 補助対象保育士等に係る雇用証明書 

(6) 補助対象保育士の住民票の写し 

(7) 補助対象保育士の保育士証の写し 

(8) 誓約書（第１号様式の２） 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係

る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは戸田市保育

士宿舎借上げ支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式。以下「決定通知



書」という。）により、補助金を交付することが不適当と認めたときは戸田

市保育士宿舎借上げ支援事業補助金不交付決定通知書（第３号様式）により

申請者に対し通知するものとする。 

（交付の条件） 

第７条の２ 市長は、戸田市補助金等交付規則第１０条第２項の規定により、

補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には市長の承認を受

けなければならない。 

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければなら

ない。 

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業

により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具

及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）

第１４条第１項第２号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間

を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはな

らない。 

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

営を図らなければならない。 

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書（第

３号様式の２）により速やかに、市長に報告しなければならない。 

(8) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控

除税額を市に返納しなければならない。 

(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出



について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器

具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産

処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により

こども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保

管しておかなければならない。 

（補助事業の変更等） 

第８条 第７条の規定により決定通知書を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、決定通知書を受けた後に申請内容に変更が生じたときは、戸田市

保育士宿舎借上げ支援事業補助金変更申請書（第４号様式）に次に掲げる書

類を添えて、市長に変更申請しなければならない。 

(1) 申請内容が変更することがわかる書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（変更決定） 

第９条 市長は、前条の規定による変更申請を受けた場合において、当該変更

申請に係る書類の内容を審査し、適切であると認めたときは、戸田市保育士

宿舎借上げ支援事業補助金変更決定通知書（第５号様式）により当該補助事

業者に対し通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに戸田市保

育士宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書（第６号様式）に次に掲げる書類

を添えて、市長に報告しなければならない。 

(1) 補助対象事業の実績報告書 

(2) 補助対象事業の収支決算書 

(3) 本人負担額確認書 

(4) 補助対象保育士の給与明細書（補助対象期間のものに限る。）の写し 

(5) 補助対象施設の借上げに係る経費支払書（領収書等）の写し 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に

係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付する補



助金の額を確定し、戸田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金確定通知書（第

７号様式）により補助事業者に対し通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、戸田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付請求書（第

８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（概算払） 

第１３条 市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金

の額の確定前であっても第７条の規定による交付決定額（第９条の規定によ

る変更決定を受けている場合にあっては、変更決定後の額）の範囲内におい

て市長が定める額を四半期ごとに交付することができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長が別

に定める期日までに、戸田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付請求書に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象保育士の給与明細書（補助対象期間のものに限る。）の写し 

(2) 補助対象施設の借上げに係る経費支払書（領収書等）の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和２年１月２１日から施行し、改正後の戸田市保育士宿舎借

上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月３日） 

この要綱は、令和３年３月３日から施行し、改正後の戸田市保育士宿舎借上

げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月２２日） 

この要綱は、令和４年３月２２日から施行し、改正後の別表の規定は、令和

３年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月２９日） 

この要綱は、令和５年３月２９日から施行し、改正後の戸田市保育士宿舎借



上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月２９日） 

この要綱は、令和６年３月２９日から施行し、改正後の戸田市保育士宿舎借

上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年３月２１日） 

この要綱は、令和７年３月２１日から施行し、改正後の戸田市保育士宿舎借

上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年１１月２１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１１月２１日から施行し、改正後の戸田市保育士宿

舎借上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和７年１０月１日から適用す

る。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の戸田市保育士宿舎借上

げ支援事業補助金交付要綱第１号様式については、当分の間、取り繕って使

用することができるものとする。 

附 則（令和８年３月３１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分

の間、取り繕って使用することができるものとする。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 算定基準 

賃借料、共益費、管理費、礼金及び更新

料 

当該年度に開設した保育所等 

補助対象経費の７／８（１戸当たり月額

６５，６２５円を上限とする。） 

当該年度の前年度以前に開設した保育

所等 

補助対象経費の１３／１６（１戸当たり

月額６０，９３８円を上限とする。） 

上記のほか市長が補助対象施設の借上

げのために必要と認める経費 

備考 



１ 補助対象保育士等が補助対象施設に居住した日数が１月に満たないと

きは、当該年度開設施設においては６５，６２５円を居住した日数で日

割り計算した額と、実際に支払った補助対象経費の８分の７の額のうち

低い方の額とし、当該年度以前開設施設においては、６０，９３８円を

居住した日数で日割り計算した額と、実際に支払った補助対象経費の１

６分の１３の額のうち低い方の額とする。 

２ 令和６年度において本事業の補助対象保育士であって、令和７年度も

引き続き本事業の対象保育士となった者が、同じ宿舎に入居している場

合には、次に掲げる額を適用できる。 

(1) 当該年度開設施設 ６９，１２５円 

(2) 当該年度以前開設施設 ６４，１８８円 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第６条関係） 

第１号様式の２（第６条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第３号様式の２（第７条の２関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

第６号様式（第１０条関係） 

第７号様式（第１１条関係） 

第８号様式（第１２条、第１３条関係） 

 


